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結核予防法に定められた結核定期健診（胸部間接レントゲン検診）を次のように実施します。
昨年度より65歳以上の方を対象者に、毎年1回の検診となりました。レントゲン検診車が市内を巡回しま

すので、市から郵送された受診票をご持参のうえ、最寄りの会場でお受けください。
検査結果は、異常のある方のみお知らせし、医療機関で精密検査を受けていただくようになりますが、通

知は石橋地区検診終了後、約1カ月ほどかかりますので、ご了承ください。
なお、勤務先で受ける方、医療機関で定期的に結核検診を受けている方や肺がん検診を受ける方はレント

ゲン検診の必要はありませんので、健康増進課（152－1116）までご連絡ください。

結核定期健診（石橋地区）のお知らせ




